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札幌地方裁判所地方裁判所委員会（第４９回）議事概要 

 

１ 日時 

令和４年１１月３０日（水）午後２時３０分から午後４時２０分まで 

２ 場所 

札幌地方裁判所本館５階大会議室 

３ 出席者 

（委 員）別紙のとおり 

（説明者）札幌地方裁判所刑事部部総括判事 

（庶 務）札幌地方裁判所民事首席書記官、同刑事首席書記官、同事務局長、同総務

課長、同総務課課長補佐 

４ 議事トピックス 

⑴ 札幌地方裁判所刑事部部総括判事から、裁判員裁判の現状等について説明しま

した。 

⑵ 次回の委員会では「裁判所のＤＸ」をテーマとして協議する予定になりました。 

（議事概要は、次ページ以降に記載しています。） 
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５ 議事等 

（以下、発言者は、■：委員長、○：委員、□：説明者と表示） 

【裁判員裁判の現状等】 

  札幌地方裁判所刑事部部総括判事から、裁判員裁判の現状等について説明した。 

【質疑応答及び意見交換】 

 ○ 辞退率が６５パーセントというのは、一般的には高くなく妥当な数字だと思

います。一般市民から広く参加を募るという抽出方法では、仕事の都合や裁判

に関する知識不足から臆して不参加となる人も多いのではないでしょうか。前

職が６００人程度の組織でしたが、従業員５人程度の事業所から１人が５日か

ら１０日間も不在となるということは企業としては大変厳しい状況となります。   

むしろ、退職して一線から退いた経済人やＦＰなどのある程度の有識者、退職

して時間にも余裕がある人、大学生などで志のある人にあらかじめ手を挙げて

もらうなど、別な選択方法があってもよいのではないかと思います。 

 〇 今でも、年に数件、法人の代表者から、従業員が裁判員に選任されてしまい

どうしたらよいかという相談を受けることがあるので、企業などへの啓もう活

動は続けていく必要があると思います。中小企業では従業員が一人欠けると代

替要員の確保が極めて厳しいため、辞退率が高止まりになるのはある程度やむ

を得ないことなのだろうという実感はあります。 

 〇 裁判員制度が開始して１０年あまり経ったところでの、この辞退率は高くな

いと思います。どういう属性の方が選ばれているかという情報の積み重ねがこ

の１０年強でされていると思いますので、選任された裁判員の情報が集計され

てくれば、今後、改めて、裁判員をどのような人から選任するのが望ましいの

かという議論が行われることもあり得るのかなと思います。 

 □ 裁判員制度１０周年に当たって最高裁が取りまとめた振り返りの報告書にお

いては、特定の業種や性別などに偏ることなく、国民の一般的な散らばりが反

映されていると評価されています。 

 ■ 裁判員制度は、何もないところからスタートした制度であり、国民の皆さん

がこの制度にどのような向合い方をされるかわからない中で、裁判所としても、

手探りで進めてきました。導入当初からの問題である、仕事との両立をどう解

決するかという点について、辞退の余地を広げていくと、時間に余裕のある人

が多い構成となってしまい、それについてはそのままでよいのかという点に悩

みながら、慎重に判断し、緩やかに運用してきました。 

辞退率についてはやや上向きという状況でもあり、今、委員の方々からいた

だいた御意見からすると、もう少し様子見をすることになりましょうか。 
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 〇 専用コールセンターの設置や裁判員候補者のＱ＆Ａなど、様々な普及活動を

されていますが、新型コロナ感染症に対する安全確保のためにどのような準備

がされていますか。 

 □ 手指消毒液や不織布マスクの準備のほか、担当職員については登庁前に健康

観察を行っています。待合室も人と人との間を広く間隔を確保し、定期的に換

気も行います。また、法廷においても１時間に１回休憩することとしており、

そのタイミングで換気を行います。評議室でもアクリル板を設置し、人と人と

の間隔を開けています。 

   こういった取組を行っていることについては、事前に裁判長名義で裁判員候

補者に対して文書を送付する方法でお知らせしており、安心してお越しいただ

けるように工夫しています。 

  ■ 続いて、若年層の裁判員裁判へのより積極的な参加について考えられる取組

について、意見交換をいたします。当庁が行っている広報活動や出前講座など

に対して御意見を伺います。 

 〇 オンライン講座は、実際に司法に携わっている人から話を聞くことができる

点で効果があるものと思います。また、オンライン講座が普及するためには、

教育機関の関係者との窓口のようなものがあれば、さらに普及が進むのではな

いでしょうか。ウェブ上にオンライン講座の開催について載せているとのこと

ですが、あまり目立たないので、直接的にアピールするのも良いのではないか

と思います。 

   アンケートで、裁判員裁判に参加したくない、自分の意見を言うことに気後

れするという回答がありましたが、若い人に限らず、裁判について専門的な知

識がないから発言することに気後れするという人がいる中で、自分よりも年上

の人たちの中で発言してよいものかと思ってしまうような学生に対しては、オ

ンライン講座などで、幅広い世代の方々の中で皆さんの意見を広く聞きたいの

だということを伝えたらよいと思います。 

   また、来年以降は１８歳、１９歳の人が裁判員を経験することも増えてくる

ので、そういった経験者の生の声を同世代に伝えるような企画があれば、親し

みが湧くのではないでしょうか。 

 ■ 年上の人の中で発言しにくいという意見について、裁判所ではどういった点

を意識しているでしょうか。 

 □ ほかの人に遠慮してしまうという点については、評議の司会進行を担う裁判

官が注力するところだと認識しています。実際、評議を始める時には、数学み

たいに正解があるものではないこと、皆さんの気付きを積み上げて私たちの最
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適解を作っていきましょうとお話することによって、気分を変えてもらうこと

が大切だと思っています。これは、若い人に対してだけではありません。口を

滑らかにしてもらう方策として、最初に自己紹介をしていただくなど、場作り

に心を砕くようにしています。 

   また、裁判員の個性によっては、裁判官が細かく入らなくても裁判員で評議

が盛り上がることもあれば、比較的静かな進行となる場合もあります。盛り上

がっている場合は、今、何について話をすべきか、話題の交通整理をしますし、

静かな場であれば、裁判員皆さんに一言ずつ意見を言ってもらうようにするこ

ともあります。 

   どういった場合でも、個別に対応するというところは、裁判官が心掛けてい

るところです。 

 ■ これまでの正解志向の学校教育を受けている学生が、裁判員に選ばれてもと

まどうのは当たり前かもしれません。裁判には正解がなく、証拠を多角的に見

て、その判断について合理的な説明ができるかどうかを考えるものであるとい

うことを、高校生にどうやって分かってもらうかが難しいところであり、裁判

所でもこの点について努力していくことになります。 

 〇 検察庁では、中高生に対する法教育の一つとして、こちらで用意したシナリ

オを配役に読ませた上で、評議を自由に行ってもらう模擬裁判を行っています。

中学３年生くらいになると、積極的に議論しており、聞いているといいことを

言っている子もいました。 

   おそらく、場の和ませ方にもよるものと思いますが、人見知り、場見知りの

ようなものを取り除いてあげれば、年齢を問わず議論できるのではないかと思

います。 

   また、正解がないということ、評議の際にピントが外れた発言であってもい

い気付きになることもあるし、引っかかっていることがあるのであれば、他に

も同じ引っかかりを感じている人がいることもあるので、発言をすることに意

義があるということを話して、意見を促しています。裁判所においても、模擬

裁判や評議の様子を動画で見せるなど疑似体験をさせることで、裁判員裁判に

参加するハードルが下がるものと思います。 

 ■ 疑似体験は、リアルに感じることができる点が効果的です。日本では一般的

に、相手の意見を尊重した上で、感情的にならずに反論するディベートの訓練

を受けてきていないため、本来目指している合理的な判断にたどりつくために

も、若年層には、疑似体験をこつこつ積み重ねることで訓練してもらうことが

必要になってくると思います。 
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 〇 若年層に限らないことかもしれませんが、辞退率の増加、出席率の低下は国

民の裁判員裁判に対する関心が薄れていることによるものなのであれば、全体

的に対策をすることで、全世代ひいては若年層の関心を引くことができると思

います。 

   実際、裁判員になる割合が、札幌管内で２１，０００人に１人ということで

あり、裁判員制度というものがあるけれど、それに関わり得る、身近なものと

捉えられないまま時間が流れてしまっていて、関心が薄らいでしまっていると

いう懸念があるものと思います。このことについては、裁判員経験者のリアル

な声を伝えることで、全国民に実感を持ってもらえると思いますし、同時に、

多くの物事を吸収する世代、響く世代である若年層に対して、出前講座などを

通して、裁判員経験者の経験を財産として伝えてもらいたいと思います。 

 ■ 裁判員裁判が始まったころのような盛り上がりが、現在では落ち着いていま

す。裁判所も、裁判員裁判に対する国民の関心が薄れているところにどう切り

込むかということについては手探りなところがあります。 

□ 委員の方々の御意見はおっしゃるとおりと思います。そのために経験者の声

を直接聞いてもらう機会として、パネルディスカッション方式を導入しました。

今後は、いつも同じ内容で行うのではなく、今回は若年層向けの内容としたと

ころを、次の機会には別の層を念頭に置いて実施するなど、工夫していくこと

も考えられます。意見交換会の実施についても、何を目標として行うか、その

都度、獲得目標を明確にしようということは刑事部内で認識を共有しており、

それをきちんと実践していくことが大事になってくるものと受け止めました。 

 ■ 関心を薄れさせない視点として、裁判員経験者の生の声をしっかり伝えるこ

とが大事であるということ、響く世代である若年層に訴えていくという二つの

視点を提示されましたが、これをうまく組み合わせて行うのが効果的ではない

かというヒントをいただけたと思います。 

また、教育機関との関係について、恒常的に関わりができるような仕掛けが

あったらよいのではという御意見もいただきました。 

 〇 消費者協会では、消費者被害防止のためには若いうちから教育が必要である

と考えており、学校に対してアプローチをしていますが、学校側の態勢ができ

ておらず、出前講座が定着しません。令和４年度から高校の学習指導要領が改

訂になり、公民科の授業でも司法が組み込まれると聞いていますが、裁判員裁

判についても取り上げられるのでしょうか。 

 □ 学校でどのような法教育を行っているかについては、把握していませんが、

働きかけが必要であるということは認識しています。新型コロナ感染拡大の影
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響で進んでいませんが、学校の先生と法曹三者で意見交換の試みを行おうとし

ていました。 

 〇 今年の１月に、検察庁に法曹三者と学校の先生をお呼びして、意見交換を実

施する予定でしたが、新型コロナ感染拡大の影響で、学校の先生に感染のリス

クがあってはいけないということで中止となっています。 

 ■ 学校も意見交換をやりたいと思っているようですが、特に高校３年生は受験

があり、そのための時間を確保できないようで、教育行政との関係は難しいも

のがあると思います。また、コロナ禍で２年近く話が進まなかったという事情

もあり、状況が以前に戻ってしまっているところもあります。こういった状況

の中で、教育機関と恒常的なつながりを持つことは、大事な視点であると思い

ます。法教育においては、学校の先生との関わりに焦点を当て、法曹三者で足

並みをそろえ、本日、委員の方々から御指摘いただいた点を踏まえて、裁判所

も関わっていきたいと思います。 

 〇 札幌弁護士会の法教育委員会では、高校の教員と大学の学者との間で、法教

育授業の研究会を年間６回から７回開催しています。そこで法教育に熱心な教

員とつながった結果、札幌弁護士会の出前授業についてリクエストが多いのだ

と思われます。各学校に出前授業の案内をしても、やりたいと思う教員につな

がらないと応募もされないことから、法教育に熱心な教員とつながりを持つこ

とが大事になっています。ただ、新型コロナ感染拡大の対応に教員の時間が割

かれており、研究会は開催しているものの、教員の参加は少なくなっていると

聞いています。 

 ■ 学校においては、先生が変わってしまうと続かないという事情もあると思わ

れますが、弁護士会においては、その点うまくルーティン化されていると思い

ます。 

【次回のテーマについて】 

■ 現在、裁判所においても、新たなシステムの開発・導入を通じてＤＸ（デジ

タルトランスフォーメーション）を進めています。 

  次回及び次々回の裁判所委員会においては、裁判所のＤＸの現状を御紹介す

るとともに、委員の皆様の所属機関におけるＤＸの状況もお聞きしながら、よ

り良いＤＸの実現につなげるため、「裁判所のＤＸ」について協議することで

いかがでしょうか。 

（他に意見なし） 

■ それでは、「裁判所のＤＸ」をテーマとしたいと思います。 

【次回の予定について】 
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  次回は、令和５年５月３１日（水）午後２時３０分から札幌地方裁判所で開催

することとなった。 
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（別紙） 

 

出席札幌地方裁判所委員会委員一覧 

 

五十嵐 正 憲   札幌市総務局広報部市民の声を聞く課長 

磯 田 健 人   札幌弁護士会弁護士 

市 木 政 昭   札幌地方検察庁総務部長 

宇佐美 裕 次   株式会社北海道新聞社編集局報道センター部次長 

神 谷 奈保子   札幌民事調停協会（調停委員） 

髙 橋 美 幸   札幌司法書士会副会長 

野 田 耕 志   北海道大学大学院法学研究科教授 

三 澤   健   公益社団法人札幌消費者協会理事 

武 笠 圭 志   札幌地方裁判所長 

（五十音順敬称略） 

 



札幌地方裁判所刑事第１部

部総括判事 石田寿一

札幌地方裁判所地方裁判所委員会（第４９回）

「裁判員裁判の現状等」

～若年含め幅広い協力を得る取組～

1



はじめに～なぜ今若年層か①

これまで２０歳以上の人が裁判員

これから１８歳以上の人が裁判員

※実際に裁判員に選ばれるのは２０２３年（令和５年）から
※学生であることを理由に辞退することも可能

道外のある高校の出前
講義前、「裁判員をやって
みたい」に手を挙げた人数例 ほぼ１人

働きかけ
必要大

2



はじめに～なぜ今若年層か②

令和４年３月・意識調査 １８・１９歳を対象に加入
裁判員制度・司法への信頼・参加意欲が高い傾
向あり（裁判信頼できる60.5%[全世代45.2]、
参加したい45.2%[全世代19.2]）
※裁判員制度を知った原因等は学校教育が多い

他方

働きかけの
効果見込大
※学校教育との連携が大切 3



本日のご説明内容

裁判員制度の概要・現状

若年層に向けた準備・取組

4



裁判員制度の概要・現状

5



国民の中から選ばれた裁判員
裁判官とともに刑事裁判に参加

裁判員制度の概要・現状

国民の関心が高い一定の重大な犯罪を対象
（殺人、放火、人にけがをさせる強盗・・・）

札幌地裁で裁判員裁判で判決がされた被告人の人数

(平成３１年・令和元年～令和３年の３年間) ＝６５人
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裁判員制度の概要・現状

選任された裁判員等の人数

札幌地方裁判所で
裁判員又は補充裁判員に選任された人数（令和３年）

裁判員９８人、補充裁判員３４人

(札幌地裁 令和３年)

選挙人名簿に登録された者のうち

→ 札幌管内では 約２１０００人に１人
（約０．００５％）

7



４日
16.7%

５日
25.0%

６日
18.3%

７日
11.7%

その他
28.3%

裁判員制度の概要・現状

裁判員裁判の日数

札幌地方裁判所で

裁判員等が審理などに参加した日数

約６割が ５日前後
※ 選任手続のために裁判所に来庁した日数を含む。

(札幌地裁 平成31年・令和元年～令和３年)
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裁判員制度の概要・現状

裁判員が行う仕事
法廷の審理に参加する

判決の宣告に立ち会う

9

評議に参加する

（意見を述べ、評決する）



裁判員制度の概要・現状

裁判員に選ばれるまでの手続

名
簿
登
載
の
通
知
・調
査
票
の
送
付

く
じ
で
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
作
成

名
簿
か
ら
く
じ
で
候
補
者
を
選
定

期
日
の
お
知
ら
せ
・
事
前
質
問
票
の
送
付

前
年
の
秋
こ
ろ

事
件
の
起
訴

裁
判
の
６
週
間
前
ま
で

選
任
手
続
期
日

質
問
手
続

調
査
票
に
よ
る
辞
退
等

質
問
票
に
よ
る
辞
退
等

期
日
に
お
け
る
辞
退
等

補
充
裁
判
員(

若
干
名)

裁
判
員(

６
人)

く
じ
で

を
選
任

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）

期日出席不要 辞退承認

※札幌管内
５２００人登載（令３）
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裁判員制度の概要・現状

裁判員に選ばれるまでの手続

非定型事由は柔軟な判断基準により対応
（裁判中の辞任申立ても同様）

5.1 

9.1 

9.6 

11.0 

26.7 

38.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

その他

介護養育

精神上又は

経済上の不利益

疾病障害

仕事

７０歳以上、学生等

（％）

辞退が認められた候補者の辞退事由別内訳 （令和３年・全国）
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裁判員制度の概要・現状

辞退率について

61.6 
67.1 

66.9 

58.4 

69.0 

65.3 

0.0
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20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（％）

（年）

【過去１０年間の推移】

全 国 札 幌
緩やかに上昇

平成３０年以降は
ほぼ横ばい
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裁判員制度の概要・現状

出席率について

76.1 
71.5 

74.0 

61.5 

64.7 
67.8 
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40.0
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70.0

80.0

90.0

100.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（％）

（年）

【過去１０年間の推移】

全 国 札 幌

「・審理予定日数の増加傾向
・雇用情勢変化
・高齢化進展
・国民の関心低下 等
が寄与している可能性あり」
（最高裁委託のＨ２９．３原因分析報告書）

平成２８，２９年が底

緩やかな回復傾向

【一般的な取組】
勤務先への協力依頼書
「経験者の声」記載書各送付
事前質問票の返送依頼
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若年層に向けた準備・取組
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若年層に向けた準備・取組

概 要

学校教育との連携大切 ニーズを把握

【主なニーズ】
出前講座等の
多様化

経験者のリアル
な声の求め

オンライン講座
ＤＶＤ貸出等の拡充

経験者意見交換会
リニューアル
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若年層に向けた準備・取組

出前講座等の多様化

【ｵﾝﾗｲﾝ講座の導入】
１０月から受入開始
憲法週間行事でｵﾝﾗ
ｲﾝ講義の経験あり
（事前質問への回答を
織り交ぜﾒｲﾝ説明25分）

16

【対面の出前講座のチラシ】
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若年層に向けた準備・取組

出前講座等の多様化



若年層に向けた準備・取組

出前講座等の多様化

18

【憲法週間行事・ｵﾝﾗｲﾝ講座のｱﾝｹｰﾄ結果概要】
今後裁判員に選ばれた場合の気持ち
〇 ぜひやってみたい ４１人
△ どちらともいえない ２９人
× やりたいと思わない １３人

※個別意見例（要旨）
〇 「参加者の９割以上が良い経験と回答していて、いい経験になると思うと
やってみたい」、「物事を考えて初対面の人と意見を交わして結論を出す機会は
少ないし、とても貴重」、「色々な情報を基に公平な判断をする経験をしてみたい」
△ 「やってみたい気持ちもあるが、意見を出すのは苦手なので、選ばれたら
悩むと思う」、「やってみたいけど、少しめんどくさいかなって思う」
× 「自分らの意見で判定が左右されるプレッシャーがあるのでやりたくない」、
「自分の意見を主張できず周りに合わせてしまうと思うので、積極的ではない」



若年層に向けた準備・取組

出前講座等の多様化

19

【学生等向けパンフレット～さいニャンとクイズで学ぼう！！】



若年層に向けた準備・取組

出前講座等の多様化

【ＤＶＤ貸出等の拡充】
ｵﾝﾗｲﾝ講座の録画編集・ＤＶＤ化し、貸出等
の活用を検討

最高裁の裁判員制度広報ウェブサイト上に
経験者の生の声の動画あり

学校教育現場への周知の工夫の余地

20



若年層に向けた準備・取組

経験者のリアルな声の求め

21

制度開始
以来実施
（生の声を得る
貴重な機会）

「運営改善」と
「声のお届け」
が混在
法曹・報道関
係者のみが傍聴

裁判員経験者の意見交換会リニューアル

「声のお届け」目的の
パネルディスカッション
方式も導入（昨年１１月）

一般市民１４名傍聴

※札幌地方裁判所ウェブサイト
内「管内の裁判員制度関連情
報」内に開催概要掲載

個々の開催時
に重きを置く目
的を明確化

今年度バージョンアップ



若年層に向けた準備・取組

経験者のリアルな声の求め

22

裁判員経験者とのパネルディスカッション
夏休みに学生を傍聴者に想定して企画



ＡＰＰＥＮＤＩＸ

～目次～

① 裁判員事件のスケジュールの一例

② 勤務先への協力依頼書面・サンプル

③ 「経験者の声」記載書面・サンプル

④ 事前質問票等返送依頼書面・サンプル

⑤ 令和３年１１月意見交換会・開催概要
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ＡＰＰＥＮＤＩＸ①

裁判員事件のスケジュールの一例

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

午前

冒頭手続
冒頭陳述
（休憩）

証拠書類の取調べ

被告人質問

（適宜休憩）

検察官の論告・求刑
弁護人の弁論

被告人の最終陳述

評 議

評 議

（適宜休憩）

昼 休 み

午後

目撃者や被害者等の

証人尋問

（適宜休憩）

被告人質問

（適宜休憩）

評 議

（適宜休憩）
判決宣告
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ＡＰＰＥＮＤＩＸ④ 

令和４年●●月●●日 

 

裁判員候補者のみなさまへ 

 

札幌地方裁判所刑事訟廷裁判員係 

 

「質問票」及び「旅費等の振込先の届出」の提出のお願い 

 

先日、「裁判員等選任手続期日のお知らせ」をお送りした際に、「質問票」及び

「旅費等の振込先の届出」のご返送をお願いしたところですが、本日現在、ご返送

が確認できていないため、改めてご連絡いたします。 

「質問票」は、あらかじめ辞退の希望の有無等をお尋ねする書面であり、裁判員

等選任手続を円滑に実施するために必要になりますので、辞退を希望されない場

合でも、ご返送をお願いいたします。また、「旅費等の振込先の届出」も裁判員

等選任手続期日にお越しいただくこととなった場合に交通費等をスムーズにお支払

いするために必要な書面になります。 

ついては、大変お手数をお掛けいたしますが、先にお送りした返信用封筒を用い

て●●月●●日（●）までに「質問票」及び「旅費等の振込先の届出」に記入のう

え、ご返送くださいますようお願いいたします。 

 このご連絡と行き違いで既に質問票等をご返送されている場合は、ご容赦くださ

い。 

  

※ ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 

〔問合せ先〕 札幌地方裁判所刑事訟廷事務室裁判員係 

（電話）０１１－２９０－２３７３（直通） 

 

★ ご提出いただく質問票等により当日の来庁される人数を把握することができます。新型コ

ロナウイルス感染防止策を講じる上でも来庁者数の把握は必要不可欠と考えております。

ご多忙のところ申し訳ございませんが、質問票等の事前送付にご理解、ご協力願います。 



テーマ： 

裁判員になることへの

３つの不安に答える 

札幌地方裁判所 
令和３年１１月２６日開催 

ｉｎ札幌市資料館 司法講座「裁判員制度の現状」 

 ～法曹三者及び裁判員等経験者によるパネルディスカッション～ 

裁判員経験者の意見交換会 開催概要 

Q1 裁判の内容を理解できる

のでしょうか？ 

Q2 評議で自分の意見がう

まく言えるのでしょうか？ 

Q3 裁判員になるのは負担

ではないでしょうか？ 

 裁判官 中川正隆 
（札幌地方裁判所） 

 検察官 丸山秀和 
（札幌地方検察庁） 

 弁護士 市毛智子 
（札幌弁護士会） 

 経験者１ 40代女性      

（裁判員） 

  麻薬特例法違反 

 経験者２ 50代男性
（補充裁判員） 

    殺人等 

 経験者３ 40代男性
（裁判員） 

  強制性交等致傷 

参加者： 

➋ 

➌ 

➊ 

裁判の内容は最初は難しくて，だんだん分かってくるという

感じだと思います。やはり専門用語が多く，何も知識がな

いので，簡単な言葉でもどういう意味なのかなと疑問に思うこと

がありました。 

ものすごく吟味して裁判員のために整理整頓されていたと

感じました。これでもかというくらい分かりやすくし，パワー

ポイントの絵を使ったり，難しい言葉を使わずにかみ砕いた言

い方をしていました。確かに専門用語も入ってきましたが，分か

らないことは休憩や評議の時間に裁判官に聞けば丁寧に教え

てもらえました。 

検察官，弁護士ともに写真や図面をモニターに映して説明

していて，非常に分かりやすかったです。 

➊ 

➋ 

➌ 

見学者：一般市民１４名 

傍聴者：報道関係者３名 

      法曹関係者４名 

裁判官が非常に良い雰囲気づくりをしてくれ，和気あいあ

いとした雰囲気でやっていました。そういった中で連帯感も

生まれて活発な意見交換ができました。 

発言者が二，三人になってしまうところを裁判官にうまく割

り振ってもらいました。あまり話せない方も色々な人の意

見を聞いているうちに自分の意見が出てくるので，心配しなくて

も大丈夫だと思います。 

みんなで本当にチームみたいな感じになって，今も他の経

験者とグループラインでつながっています。コロナ対策で

席が遠かったので，もっと近くで話せたら，もっと色々話せたか

なという感想はあります。 

最後の評決のときに自分の票がカウントされないこと以外

は，裁判員との違いは全くありませんでした。 

➌ 

➋ 

➊ 

➋ 

APPENDIX⑤



札幌市中央区大通西１１丁目 

電話０１１－３５０－４８０２ 

札幌地方裁判所事務局総務課広報係 

最初は難しい話を聞くのでとても疲れました。裁判員をやっている期間はずっとこの事を考え

ているという感じでした。 
➊ 

非常に複雑な事件内容でものすごい数の証拠もあったので，とても頭を使いました。家に帰っ

てからもずっと頭の中に残っていて，あれこれ考えたりしていましたが，精神的な負担というよ

りも裁判に参加する高揚感の方が大きかったです。 

裁判員裁判では，立場や性別，年齢が違う人たちが集まって一つの答えを導き出すということ

で，非常に良い経験ができました。 

精神的な負担はそれほど感じませんでした。ただ，やはり非常に考えて頭を使ったので，家に

帰ったら晩酌する気もおきないくらいぐったりしていました。 

私の会社には裁判員に選ばれたときの特別休暇制度があって，支障なく休暇を取ることがで

きました。上司も参加を勧めてくれて，同僚も仕事のフォローを快く引き受けてくれたので，集

中して裁判に臨むことができました。 

私も特別休暇をもらえましたが，裁判員期間中は家に帰った後にメールチェックをしたり，自分

でやらなければならない仕事は土日を使ってやりました。 

YouTubeなどで観た裁判員のドラマでは，すごく重い雰囲気の中やっていましたが，全くそん

なことはありませんでした。他人事だった裁判をより身近に感じ，今までニュースや新聞を見

て素通りしていたことにも興味を持つようになると思います。 

薬物の話は全く聞いたことがなかったので，色々考えることができて良かったです。被告人が

事件を起こす前に相談できる人がいればと思い，人間関係を大事にすることを考えるきっか

けにもなりました。 

 
 裁判官が皆さんの職場や教室等に

訪問する「裁判員制度出張説明会」も

行っています。 

 お気軽にお問合せください！ 

札幌地方裁判所の裁判員制度広報ページ

もご覧ください。 

（裁判官インタビューや裁判員経験者の声も

掲載しています！） 

➊ 

➋ 

➌ 

➌ 

➋ 

➌ 

➋ 


